
荒尾市告示第８８号  

 

 

 荒 尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金交付要綱を次のよう

に制定する。  

 

  令和６年７月２３日  

 

荒尾市長  浅田敏彦  

 

      荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金  

      交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、空き店舗の解消を促進するとともに、地域に

おける産業の振興及び魅力的なまちづくりの推進を図ることを

目的として、空き店舗を活用し、荒尾市（以下「市」という。）

で創業を行う者等に対し、予算の範囲内において荒尾市空き店

舗活用創業等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

 ⑴  店舗等  小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業その

他前条に規定する目的の達成に資すると認められる用途に使

用される店舗又は事業所  

○寫  



 ⑵  空き店舗  過去に店舗等として使用されていた施設で、現

に使用されていないもののうち、次のいずれにも該当しない

ものをいう。  

  ア  店舗面積が１，０００平方メートルを超える大型店及び

当該施設内のテナント型店舗物件であるもの  

  イ  住宅部分を有する店舗物件であって、店舗部分と住宅部

分が明確に分離できないもの（工事等により店舗部分と住

宅部分を分離することができるものを除く。）  

 ⑶  新分野  現に営む業種（日本標準産業分類（令和５年総務省

告示第２５６号）に掲げる中分類の業種をいう。以下同じ。）

と異なる業種  

 （補助対象事業）  

第３条  補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。  

 ⑴  市の空き店舗を賃借して行う事業であること。  

 ⑵  週４日以上営業を行うこと。  

 ⑶  １日４時間以上営業を行うこと。  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象とし

ないものとする。  

 ⑴  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）に基づく許可又は届出を要するもの  

 ⑵  市に既にある店舗等を移転して行うもの  

 ⑶  事業計画の期間が１年に満たないもの  

 ⑷  その他市長が適当でないと認めるもの  

 （補助対象者）  

第４条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）



は、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

 ⑴  市で事業を営んだことがない者であって、新たに店舗等を

開業するものであること（当該個人が新たに法人を設立し、事

業を開始する場合を含む。）。  

 ⑵  市で事業を営んでいる者（以前事業を営んでいた者を含む。）

であって、新分野にて店舗等を開業するものであること。  

２  前 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場

合は、補助対象者としないものとする。  

 ⑴  この要綱又は廃止前の荒尾市商店街空き店舗対策事業補助

金交付要綱（平成１３年告示第２７号）の規定による補助金の

交付を受けたことがある者  

 ⑵  市税（荒尾市税条例（昭和２９年条例第２６号）第３条に規

定する税目をいう。）の滞納がある者  

 （補助対象経費）  

第５条  補助対象経費は、補助対象事業を行うために必要な経費

であって、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県その他の

団体から当該経費について補助金等の交付を受け る場合は、当

該経費からその交付を受ける額を控除した額を補助対象経費と

する。  

 （補助金の額）  

第６条  補助金の額は別表のとおりとする。  

 （補助金の交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、補助対象事業を実施する日までに、荒尾市空き店舗活用創業

等支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  



 ⑴  事業計画書  

 ⑵  収支予算書  

 ⑶  住民票の写し（法人にあっては法人の登記事項証明書）  

 ⑷  賃貸借契約書の写しその他の当該空き店舗等の使用の権原

を確認できる書類の写し  

 ⑸  見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し  

 ⑹  改修費に係る補助金の交付を申請する場合は、改修前の店

舗等の外観及び内観の写真  

 ⑺  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付決定）  

第８条  市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査

し、補助金の交付の可否を決定したときは、荒尾市空き店舗活用

創業等支援事業補助金（交付・不交付）決定通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。  

 （変更等の申請）  

第９条  前条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金変更等承認申請書

（様式第３号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

ただし、軽微な変更については、この限りでない。  

 ⑴  補助金の額を変更しようとするとき。  

 ⑵  補助対象事業の内容を変更しようとするとき。  

 ⑶  補助対象事業を中止しようとするとき。  

 （変更等の決定）  

第１０条  市長は、前条の規定により変更等の申請があったとき

は、その内容を審査し、当該変更等の可否等を決定し、荒尾市空



き店舗活用創業等支援事業補助金変更等（承認・不承認）決定通

知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第１１条  補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算し

て２か月以内又は当該事業が完了した日の属する年度の３月３

１日のいずれか早い日までに、荒尾市空き店舗活用創業等支援

事業補助金実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。  

 ⑴  事業実績報告書  

 ⑵  収支決算書  

 ⑶  補助対象経費の支払を証明する書類の写し  

 ⑷  改修後の店舗等の外観及び内観の写真  

 ⑸  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  

第１２条  市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、そ

の内容の審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、荒尾

市空き店舗活用創業等支援事業補助金確定通知書（様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。  

 （補助金の請求等）  

第１３条  前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金

の交付を受けようとするときは、荒尾市空き店舗活用創業等支

援事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に速やかに提出し

なければならない。  

２  市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その

日から起算して３０日以内に補助金を交付するものとする。  

 （交付決定の取消し）  



第１４条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する

行為をしたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消すことができる。  

 ⑴  補助金の他の用途への使用  

 ⑵  補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する

行為  

 ⑶  交付申請書その他の関係書類における虚偽の記載又は補助

対象事業の実施における不正の行為  

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行

為  

２  市 長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したと

きは、荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金交付決定取消

通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。  

 （補助金の返還）  

第１５条  市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消した場合において、既に当該補助金を交付し

ているときは、期限を定めて、当該取消部分に係る補助金の返還

を命ずるものとする。  

 （その他）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定め

る。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、告示の日から施行する。  

 （荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱の廃止）  



２  荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱（平成１３年

告示第２７号）は、廃止する。  

 （荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱の廃止に伴う

経過措置）  

３  前 項の規定による廃止前の荒尾市商店街空き店舗対策事業補

助金交付要綱第６条の規定により荒尾市商店街空き店舗対策事

業補助金の交付申請を行ったものに係る当該補助金の交付申請

については、なお従前の例による。  

別表（第５条、第６条関係）  

補助対象経費 店舗等の所在地 補助率 補助金の額 

改修費（内外装

工事費、附属設

備工事費、その

他市長が適当と

認める経費） 

都市機能誘導区

域内 

１／２ 

当該経費に補助率

を乗じた額（ただ

し、５０万円を限

度とする。） 

その他の地域 

当該経費に補助率

を乗じた額（ただ

し、２０万円を限

度とする。） 

賃借料（敷金、礼

金、管理費、共益

費、駐車場代等

その他これらに

類する費用を除

く。） 

都市機能誘導区

域内 

１／２ 

当該経費に補助率

を乗じた額（ただ

し、１月当たり６

万円を限度とす

る。） 

その他の地域 

当該経費に補助率

を乗じた額（ただ

し、１月当たり３

万円を限度とす

る。） 

 備考  

  １  補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額とする。  



  ２  都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法（平成１４年

法律第２２号）第８１条の規定に基づき作成された荒尾市

立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域をいう。  

  ３  賃借料の補助対象期間は、事業開始日の属する月の翌月

から１２か月とし、それぞれ年度ごとに申請を行うものと

する。また、店舗等の賃借期間に１月に満たない期間がある

場合の補助金は、日割計算とする。  

 


